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○工業立地の適正化に関する条例施行規則 

昭和46年11月26日規則第77号 

改正 

平成７年６月30日規則第44号 

平成12年３月31日規則第69号 

工業立地の適正化に関する条例施行規則をここに公布する。 

工業立地の適正化に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、工業立地の適正化に関する条例（昭和46年兵庫県条例第64号。以下「条例」

という。）の施行に関して必要な事項を定めるものとする。 

（工業団地） 

第２条 条例第３条第１項に規定する工業団地は、その面積が20ヘクタール以上のものとする。 

（公共施設） 

第３条 条例第３条第２項に規定する公共施設は、次に掲げるものとする。 

(１) 道路法（昭和27年法律第180号）第３条に規定する県道及び市町道 

(２) 河川法（昭和39年法律第167号）第５条に規定する２級河川及び市町長が管理する河川並び

に同法の適用を受けない河川及び用排水路 

（工場設置の届出） 

第４条 条例第10条第１項の規定により届出書（以下「届出書」という。）の書式は、様式第１号

のとおりとする。 

（届出書の添付書類） 

第５条 条例第10条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(１) 当該工場の設置場所の位置図 

(２) 当該工場の事業計画の説明書 

(３) 当該工場の主要施設（公害防止施設及び産業廃棄物処理施設を含む。）の配置計画図 

(４) 当該工場の製品の生産工程図（加工修理業に属するものにあつては、その作業工程図） 

（変更の届出） 

第６条 届出書を知事に提出した者（以下「届出者」という。）は、当該届出書に記載された事項

に係る計画を変更したときは、遅滞なく、当該変更に係る届出書を届出書に準じて作成し、知事

に提出しなければならない。 
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（工場完成の届出） 

第７条 届出者は、当該届出に係る工場が完成したときは、操業を開始する日までに、工場完成届

出書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。 

（市町の意見の聴取） 

第８条 知事は、条例第10条第１項又は第６条の規定により届出書の提出を受けたときは、当該届

出書に係る工場の設置に関し、当該工場の所在地の市町の意見を聴くものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年６月30日規則第44号） 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第69号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 

 


